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「基本理念」

「統合庁舎の整備コンセプト」

1. 未来につながる、豊かな市民力を活かす開かれた庁舎

「水源の里」としての個性と魅力を受け継ぎ、未来へつなげる新たな拠点

基本構想では下記の理念に基づき、庁舎に求められる基本機能をまとめました。

基本計画では、統合庁舎の導入機能方針と整備コンセプトを定めました。

2. 市民の安全、安心な暮らしを支える庁舎
3. 誰もが使いやすく、人にやさしい快適な庁舎
4. 未来にわたり親しまれ、効率的で人や社会と共に成長する庁舎
5. まいばらの自然環境の創造、保全を推進する庁舎

「整備理念」

誰もが使いやすく、人にやさしい快適な庁舎

「市民ワークショップ」「市庁舎について語り合う会」等でいただいた幅広い市民意見を基本設計に反映しています。
障がい者への寄り添い

交流の促進

災害時の対応

まいばらの自然環境の創造、保全を推進する庁舎

未来にわたり親しまれ、効率的で人や社会と共に成長する庁舎

未来につながる、豊かな市民力を活かす開かれた庁舎

４

１

３

５

市民の安全、安心な暮らしを支える庁舎２

基本設計

基本構想

基本計画

集う

つなぐ

広がる

・新幹線停車駅に隣接する優れた立地特性を最大限活かすため、様々なイベント、シンポジウム等に対応可能な交流エ
リア「まいばら駅前 - ぷらっとホーム」を計画します。
・交流エリアとして「学びのステーション」（シンポジウム等）、「暮らしのステーション」（市民活動スペース）、
「憩いのステーション」（屋上広場・市民広場）を設けることにより、人・地域・企業の交流（集う・つなぐ）を
　図るだけではなく、交流や活動を通じて米原市の魅力や価値を高め、新たな広がりと情報を発信する場を計画します。
・交流エリアは、米原駅東口周辺まちづくりプロジェクトとの連携により、新たな人の流れとにぎわいを創出します。

・大地震においても、人命の安全確保と機能の確保ができるよう、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」による最
高水準の耐震安全性能（Ⅰ類〈係数1.5〉）とします。
・自家発電設備や非常用排水槽などを備え、災害時にインフラ施設が途絶した場合でも、災害対策本部の運営および市
の業務継続ができる庁舎とします。

・わかりやすい空間づくりとユニバーサルデザインを徹底し、だれもが利用しやすい庁舎とします。
・市民利用の多い窓口は低層階に集約し、市民サービスの向上を図ります。

・将来的な組織改変や行政需要の変化に対し、限られた庁舎面積を有効活用するために、様々なオフィスレイアウトが
可能なコア配置、照明・空調計画を行います。
・コンパクトな庁舎面積とすることで、建物や設備のメンテナンス、清掃費用などの将来にわたる維持費を削減します。

・多機能トイレ（右利き用・左利き用）の設置、福祉カフェの検討、障がい者雇用の検討、デジタルサイネージによる
視覚的な情報伝達、磁気誘導ループ設備の設置、障がい者に配慮した議場の設計

・駅前立地の活用、市民活動の見える化、屋上広場の設置、企業も活用できるコンベンションホールの設置

・帰宅困難者の一時的な受け入れ（コンベンションホールの活用）、災害時にも安心できる情報発信（サイン・音声・
モニター）の計画

・庇による日射制御や風の誘引による自然換気など、自然環境を活かした計画を行います。また、LED照明の採用、太
陽光発電システムの設置、雨水利用など環境にやさしい庁舎づくりを行います。

「まいばら駅前ぷらっとホーム」～「集う」・「つなぐ」・「広がる」駅前交流～

米原に住む人、訪れる人が集まり、世代を超えて交流し、ともにつながり、学び合う
ことで、新たな広がりを創造する新しい未来への交流拠点を目指します。

統合庁舎（行政機能+複合機能）
・学びのステーション
・暮らしのステーション
・憩いのステーション

米原駅前の立地特性を活かし、市内外の多くの人が気軽に
集える空間を創出します。

子どもや女性、若者、子育て世代、シニア世代までの幅広
い交流や活動がつながる空間を創出します。

人の交流や活動を通じて、魅力や価値を高め、新たな広が
りを創出します。

米原駅東口周辺
まちづくり
プロジェクト
（民間提案）

連携
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待合

執務室

市民活動スペース

会議室

会議室

会議室

EＶホール

打
合
ス
ペ
ー
ス

打合室

ＥＶ

コンベンション
ホール

テナント

エントランス
ホール

市民広場

風除室

ＷＣ

ＷＣ

メイン
出入口

Scale=1/800

WCWC

WCWC

テナントテナント

倉庫倉庫

倉庫倉庫

控室控室 ACAC

エントランス
ホール

エントランス
ホール

コンベンション
ホール

コンベンション
ホール

物産品・道具の
搬入が容易
物産品・道具の
搬入が容易

メイン
出入口
メイン
出入口

搬入口搬入口

市民広場市民広場

「ぷらっとホーム」構成イメージ

シンポジウム時 企業展示時

活動に合わせた利用パターンと利用例

米原の情報
施設構成
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02ＰＡＧＥ :

まいばら駅前ぷらっとホーム

学びのステーション
米原駅周辺のホール施設との機能的な差別化と相互利用を図るため、コンベ
ンションホールを中心に多様な用途に利用できる空間を構築する。
市民広場との連携利用により、より幅広いシーンに対応できる。

機　　能： 多目的ホール、講演会、各種会議、展示会場、物産展会場、
帰宅困難者等の一時避難場所（災害時） 

仕　　様： 平土間
附帯諸室：倉庫 ( 椅子等の収納 )、控室 ( 主催者事務室 )
附帯設備：移動間仕切、スクリーン、スポット照明

１. 計画の考え方
駅前に新たな都市拠点を創造する「まいばら駅前ぷらっとホーム」の実現
新幹線停車駅である米原駅周辺は近畿・中部・北陸の結節点として、大き
な潜在力を持った地域である。その可能性を最大限に活かすために庁舎機
能だけでなく、複合的機能をもった交流エリアの有り方が今回の計画の大
きなテーマとなる。「米原駅東口周辺まちづくりプロジェクト」と連携して

「人」を引込み、「都市の活気」が周辺地域に広がっていくことで、都市間
競争に対応できる自立性を有した地域づくりの拠点となる施設を目指す。

３. 今後のまちづくりを見据えた賑わいを生む仕掛けづくり
（１）施設全体の活気をつくる機能配置

「学びのステーション」として、
コンベンションホールを一番利
用しやすい 1 階に配置し、講演
会・展示会・会議など多用途に利
用できる施設とする。３階には

「暮らしのステーション」として
市民活動スペースを配置する。
また、３階と屋上に「憩いのス
テーション」としてラウンジ・広
場等を整備し、施設全体の利用
率を向上させるように 3 つの機
能を配置し、賑わいを生み出す。

（２） 広場を中心とした賑わい拠点
市民広場を東口ロータリーに面
した南側に計画し、その周りに交
流エリアを立体的に配置するこ
とで人の流れを呼び込み、交流や
賑わいを創出する。市民広場はエ
ントランスホール・コンベンショ
ンホール等との連携利用により、
様々な活動に対応する。

４. 交流を促進し、新たな広がりと情報を発信する機能
駅から庁舎を訪れる人々に対し、ポスターやボード、またはデジタルサ
イネージ等を用いるだけでなく、交流エリアでの活動を通じて米原の情
報を発信する場所とする。ただ駅に隣接した庁舎として整備するのでは
なく「人と米原をつなぐ」情報を発信する施設として整備する。

２. 賑わいを創出する施設配置
「ぷらっとホーム」を駅に
近い敷地西側に配置し、駅
の乗降客や西側からのア
クセスがしやすい計画と
する。交流エリアは 3 層
とし、メイン出入口には市
民広場を設けることによ
り、駅前に賑わいを創出す
る。庁舎機能は敷地東側に
配置することで駐車場と
近接し、利便性を向上させ
る。

が集う、つながる、広がるぷらっとホーム人 企業地域

計画概要

設計コンセプト

計画コンセプト



活用イメージ②（さまざまな使い方ができるコラボスペース）
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ザイルクライミング・ミニ

CP-80035 B/R
価 格	 ￥1,620,000（税抜）

質 量	 415kg

サ イ ズ	 W8980×D8980×H4000

設置スペース	 W12600×D12600

ロープ	 メインロープ

	 φ23合成繊維被覆ロープ

	 ネットワークロープ

	 φ20合成繊維被覆ロープ

	 （繊維熱溶着ワイヤーストランド）

支 柱	 φ139.8×t4.5鋼管

	 溶融亜鉛メッキ仕上

対象年齢 3〜12才 	 アンカー先 	 クレーン要

●	運賃、取付費、基礎工事費は別途

※	品番のB､Rはザイルロープの色、ブルー、レッドを示します。

ザイルクライミング・ミニ

CP-80055 B/R
価 格	 ￥747,000（税抜）

質 量	 236kg

サ イ ズ	 W4100×D3550×H3000

設置スペース	 W7700×D7150

ロープ	 メインロープ

	 φ23合成繊維被覆ロープ

	 ネットワークロープ

	 φ20合成繊維被覆ロープ

	 （繊維熱溶着ワイヤーストランド）

支 柱	 φ114.3×t4.5鋼管

	 溶融亜鉛メッキ仕上

対象年齢 3〜12才 	 アンカー先

●	運賃、取付費、基礎工事費は別途

※	品番のB､Rはザイルロープの色、ブルー、レッドを示します。

8980
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プレイ／シット

CF-19001（大）
価 格	 ￥1,793,000（税抜）

質 量	 212kg

サ イ ズ	 W5540×D5540×H590

設置スペース	 W8540×D8540

CF-19002（中）
価 格	 ￥880,000（税抜）

質 量	 106kg

サ イ ズ	 W4500×D2840×H590

設置スペース	 W7500×D5840

CF-19003（小）
価 格	 ￥660,000（税抜）

質 量	 66kg

サ イ ズ	 W4500×D280×H590

設置スペース	 W7500×D3280

本 体 	 HPEパネル

支 柱 	 鋼材／溶融亜鉛メッキ仕上

●	運賃、取付費、基礎工事費は別途

一見ベンチのようで遊びの要素にもなるモジ
ュラーシステム。色々な方法で繋ぎ合わせる
ことで、大人と子どもが共に遊び、くつろげ
る場所をつくります。シンプルな形にすれば、
ひとつのベンチに、あるいは変化に富んだ平
均台になるでしょう。

プレイ／シット

CF-19001

CF-19002

CF-19003

p230-231.indd   230 2016/09/01   9:49

遊び場に安全を提供する
高い品質の耐衝撃床材
遊び場で起こる事故の７５％以上が落下によるものです。

万が一の落下に備えて、安全域には適切な衝撃吸収性を確保する必要があります。

3.0

臨界高さ

2.0

1.0

GL

厚さ
5㎝ 7.5㎝ 11㎝ 15㎝ 20㎝

25㎝

3ｍ

2ｍ2ｍ

1.4ｍ

2.6ｍ

1ｍ

セーフティマット 砂・ウッドチップ

測定風景

落下衝撃測定器

270

SAFETY MAT
セーフティマット

セーフティマットは、砂やウッドチッ
プ等のゆる詰め材に比べて、薄い厚さ
で同等以上の落下衝撃吸収性能があり
ます。また、セーフティマットは砂や
ウッドチップに比べて、踏み固めや材
料の偏り、衛生面の問題が比較的少な
く車いすでも通行可能です。

セーフティマットの
敷設厚さ

衝撃吸収床材の性能は「臨界高さ」と
して表されます。GMAX（衝突時の
瞬間最大加速度）およびHIC（頭部傷
害基準値）を測定し、GMAX200G
未満、HIC1000以下となる最高位置
を「臨界高さ」として定義されます。

「臨界高さ」とは？

ザイルクライミング プレイシット　

人工芝ゴムマット

3階平面図１階平面図 凡例 ：執務室 ：交流エリア：共用会議室 凡例 ：執務室 ：交流エリア：共用会議室
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活用イメージ①（展示ｽﾍﾟｰｽを兼ねた仕切りと多目的ｽﾍﾟｰｽ）
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市民活動スペース

展望

展望←鉄道 ←鉄道
屋上広場

手摺

デッキ

人工芝

モジューラー
システム遊具

ウッドデッキ

ゴムマット

❶プレイスペース

❷リラックススペース

❸テラススペース

❹展望スペース

クライミング遊具

（メーカーカタログより）

（メーカーカタログより）

（メーカーカタログより）

（メーカー HP より）屋上階平面図

■「滋賀県一子育てしやすいまち」を促進させる屋上広場

一見ベンチのようで遊びの要素にもなる
モジューラーシステム。

遊 具

子ども達が安心して遊べるよう、
遊具に合わせた床面とする。

暮らしのステーション

３階には市民活動スペース（暮らしのステーション）を設け、活動が見える計
画とし、新たな利用者が増えるきっかけを創り、交流の促進を図る。

❶プレイスペース
子どもが自由な発想で遊べるスペースとする。

❷リラックススペース
遊具を設置し、子どもと大人がともにに遊び、くつろげるスペースとする。

❸テラススペース
人工芝を設置し、大人がゆっくりくつろげるスペースとする。

❹展望スペース
鉄道に隣接する特別な立地を活かした「展望スペース」とする。

憩いのステーション

交流エリアの屋上には、様々な機能の広場（憩いのステーション）を設ける。
子どもから大人まで誰でも利用できるよう、地域に開かれたスペースとする。

■市民活動スペース
機能：市民交流、休憩・ラウンジスペース、多目的スペース、会議室、打合

せスペース、ギャラリー、展示スペース

人 企業地域 が集う、つながる、広がるぷらっとホーム

計画概要

設計コンセプト

計画コンセプト

人 地域 が集う、つながる、広がるぷらっとホーム
の提案遊 具

子どもが安心して遊べる遊具に合わせた床面セーフティー
のイメージ展 望 ス ペ ー ス



敷地概要
所在地 米原市米原1016番地（他）
敷地面積 8,652.51 ㎡ （図上求積による）
用途地域 商業地域
防火地域等 法２２条区域
その他地域・地区 土地区画整理事業(済)
指定建ぺい率 80%
建ぺい率 49.00%
許容建ぺい率 80.00%

6,922.01 ㎡
指定容積率 400%
許容容積率 400.00%

34,610.04 ㎡
容積率 143.00%
斜線制限 道路斜線　1.5（20ｍ）

隣地斜線　2.5
日影規制 敷地内：なし　

敷地外：あり

周辺道路幅員 東面　市道米原湖岸側道2号線　　幅員　6.0ｍ
　　　国道8号　　　　　　　　　幅員 19.0ｍ
西面　市道米原大藪2号線　　　　幅員　6.0ｍ
南面　市道米原駅東口線   　　　  幅員 18.6ｍ（側道9.0ｍ）

平面駐車台数 32台（うち　車いす・思いやり駐車場8台）
立体駐車場 180台
駐輪台数 自転車66台　原付27台

建築概要（統合庁舎）
規模 地上５階、地下なし
構造形式 Ｓ造
建築面積 2,505.99 ㎡
延べ床面積 9,107.00 ㎡
最高高さ 24.5ｍ
基礎種別 杭基礎

建築概要（立体駐車場）
規模 ２層３段
構造形式 Ｓ造
建築面積 1,737.75 ㎡
延べ床面積 3,349.93 ㎡
最高高さ 7.35ｍ
基礎種別 杭基礎

建築概要（その他）
用途 駐車場（車いす駐車場上屋）/駐輪場/ゴミ庫
棟数 6棟

(北側/第二種住居地域　高さ10ｍ以上　5-10ｍ以内：5Ｈ　10ｍ超：3Ｈ)

配置図 Scale=1/1,000

統合庁舎

立体駐車場

株式会社　山下設計基本設計書米原市統合庁舎整備事業

N N

N

立駐

04ＰＡＧＥ :計画概要

計画概要

計画概要

１. 敷地概要

２. 建築概要（統合庁舎）

３. 建築概要（立体駐車場）

４. 建築概要（その他）



執務室

待合コンベンション
ホール

テナント

エントランス
ホール サブ

エントランス
ホール

風除室

風除
室

執務室

倉庫 控室 相談

ＷＣ

ＷＣ

ＥＶ ＥＶ

ＷＣ

配置図兼1階平面図 Scale=1/800

IN・
OUT
IN・
OUT

：車両動線：車両動線
：出入口：出入口

【凡例】【凡例】

株式会社　山下設計米原市統合庁舎整備事業 基本設計書

N N

N

立駐05ＰＡＧＥ :

１. 建物配置計画の考え方
米原駅からのアクセスおよび視認性を考慮し、敷地南側に庁舎機能と交流
エリア、敷地北側に立体駐車場を配置する。
交流エリアは、駅からの視認性、庁舎のエントランスの視認性、執務空間
への安定した自然採光の確保を重視し、敷地西側に設け、南側は庁舎機能
が被らない配置とする。庁舎は平面駐車場を広く確保できるよう配置した。

２. 動線計画
・駅からの動線を考慮し、メイン出入口を南側に設ける計画とする。
・車両のアプローチは、ロータリー側を主とし、北側道路は時間外利用や搬

出入およびサービス動線のアプローチとする。

３. 駐車場・駐輪場計画
・来庁者用駐車場は平面駐車場で３２台を確保する。
  平面駐車場内の安全かつスムーズな利用を考慮した走路誘導を計画する。
・立体駐車場出入口は 1 カ所とし、立体駐車場はゲート管理を行う計画とす

る。
・庁舎のサブ出入口には車寄せを兼ねた車両通り抜け通路を計画する。大型

バス等の乗り入れにも対応可能とする。
・「思いやり駐車場」を計５台確保し、駐車幅の広い屋根付の「車いす駐車場」

を３台分確保する。
・車いす駐車場・思いやり駐車場は出入口に近い位置に計画する。

利用者 台数

平面駐車台数
来庁者用 32 台
（車いす用） （３台）
（思いやり） （５台）

立体駐車場
交流エリア用 100 台
来庁者用 80 台

駐輪場
自転車 66 台
原付 27 台

計画概要

配置計画

配置計画



11
ｍ

北側の安定した採光北側の安定した採光

採光採光採光採光
採光採光

9ｍ

約
2
7
ｍ

約69ｍ

米
原
駅
側

階段・ＥＶ（主に市民が利用）・
ＷＣ

西側コア
階段・ＥＶ・倉庫など
東側コア

更衣室・給湯室など

1階平面図

2階平面図

3階平面図

5階平面図

4階平面図断面構成図

主要機能配置

平面構成の考え方

凡例

：共用会議室

：執務室

：交流エリア

：市長・副市長

：災害対策機能

：議会

市民部門
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思いやり駐車場

市民広場

総務・政策部門
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監査委員
事務局
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議員
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議員控・会派室正・副
議長室

議会
事務局
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市長室副市長
室

書庫
総務・政策
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ホール吹抜
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エントランス
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風除
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倉庫・
書庫

控室
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会議室
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変化に柔軟に対応
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執務室（窓口）

執務室（窓口）

執務室（窓口）

災害対策本部
（大会議室） 執務室

執務室

屋外設備機器置場

議場／議会諸室／議会事務局／共用会議室
執務室／市長・副市長室／
災害対策本部室／共用会議室

執務室／共用会議室／交流エリア

執務室／教育長室／共用会議室／交流エリア

エントランス／執務室／宿直室／交流エリア
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3F
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廊下・階段

廊下・階段
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会議室
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ＥＶホール
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株式会社　山下設計米原市統合庁舎整備事業 基本設計書

N N

N

立駐
06ＰＡＧＥ :

１. 平面計画の考え方
（１）敷地条件を考慮した平面計画

・庁舎を敷地の北側に配置することで、南側に開けた空間を確保する。
・執務空間は南北の安定した採光を確保する計画とし、倉庫、書庫は

北側に計画する。
・交流エリアの南側部分には市民活動スペースなど、市民や職員が利

用できる活動空間を設ける。
（２）両サイドコアによるオープンフロア執務空間の確保

・両サイドコアを採用することで、階の中央部分にまとまった執務空
間を確保する。両サイドコアの部分に更衣室や給湯室など固定され
た壁による室を配置する。

・階の中央部分には、固定された壁による室の形成をできる限り行わ
ないよう計画し、将来の執務レイアウトに柔軟に対応できるように
するとともに、各課相互の業務連携の効率化を図る。

※コア：階段、エレベーター、トイレなどの共用部分が集まった場所。

２. 断面構成の考え方
・市民利用の多い窓口関連の部門

は低層階にまとめて計画する。
・危機管理機能は４階にまとめて

計画し、災害対策本部も同じ
フロアとする。

・議会機能は５階にまとめて計画
し、独立性を確保する。

計画概要

平面計画

平面計画



開放的で大きな開口

軒、庇による彫の深さ、
陰影、水平ライン

駅前への方向性を
強調する外壁

正面イメージ

南側立面図 東側立面図 北側立面図 西側立面図 Scale=1/800

南東側イメージ

株式会社　山下設計米原市統合庁舎整備事業 基本設計書 07ＰＡＧＥ :

日本建築に共通する軒、庇による、彫の深さ、陰影を創り出し、駅前への方向性を強調するデザイン
→東西の壁面により、駅前に向いたデザインとする。

1. 駅前の賑わいの創出
・広場、エントランス、交流エリアを中心に、駅前広場からの「顔づくり」を行う。
・中の活動の様子が外からもわかり、来訪者を迎え入れる開放的な外被のデザインとする。
2. 歴史的景観の継承を感じさせるデザイン
・外周には原則バルコニー、庇を設け、陰影を創り出す意匠とするとともに、外壁の耐久性の向上と、
  窓清掃等のメンテナンスに活用する。

3. 地域の気候・風土への配慮
・雪対策は雪止めと先端部の水平部分を設け、堆雪させる。

デザインコンセプト
・駅前に立地するというポテンシャルを活かす。
・交流エリアを持つ庁舎という特性を表現する。　→　「都市力」を高めることに貢献する庁舎。

計画概要

立面計画

立面計画



断面図１ 断面図２ Scale=1/400

ACWC 廊下廊下

WC 廊下

WC 廊下

WC 廊下

WC 廊下

階段

廊下 階段

廊下 階段階段

廊下 階段

廊下 階段

消火水槽雨水貯留槽 ピットピット 緊急排水槽

テナント

会議室

WC 倉庫 廊下 控室

倉庫

会議室会議室ホール

コンベンションホール

議場
傍聴席

会議室

書庫

コンベンションホール

災害対策本部
（大会議室）

倉庫・書庫

倉庫・書庫 資材庫会議室

屋上広場 屋上広場

執務室

執務室

執務室

執務室

教育長室

廊下

廊下

ＷＣ3.0m

約 6.0m 約 6.0m
キャットウォーク キャットウォーク2.7m 2.7m

2.7m 2.7m

2.7m

株式会社　山下設計米原市統合庁舎整備事業 基本設計書 08ＰＡＧＥ :

（３）天井高さ（執務室）
天井高さは、フリーアクセスフロアを 100 ｍｍ確保した上で、１階を
3.0m、２階から４階と５階の一部を 2.7m で設定し、開放的な執務環
境を計画する。

（４）コンベンションホール
コンベンションホールは、２層吹抜け空間とし、広く開放的な天井高さ
を確保する。

断面計画の考え方
（１）レベル設定

１階床レベルは地盤面（GL）＋ 0.2m に設定し、周辺からの浸水リス
クを回避した計画とする。敷地内は、できる限りレベル差を生じさせな
い計画とするが、やむを得ずレベル差が生じる場合にはバリアフリーに
対応したスロープを計画する。

（２）階高
２階以上の基準階高を 4.2m に設定し、天井内の設備機器や配管等のメ
ンテナンスや更新を容易な計画とする。

計画概要

断面計画

断面計画



南 北

駅の帰宅困難者等の
避難場所等

BCP計画の概念図

雨水貯留槽

太陽光パネル

■ 耐震安全性の目標

重要機器：浸水のおそれのない屋上に設置

災害対策本部

緊急排水槽

市長室等

一時避難場所

受水槽：
災害時の飲料水を確保

雨水利用

非常用発電機：災害時の電力供給

連携連携

■　BCP計画について 2018.03.23

「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（平成８年版）」による。

①耐震安全性の分類および目標 ②ライフラインの多重化
今回計画物件は、以下の様、分類されています。
（官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説より抜粋）

●耐震安全性の区分

●耐震安全性の目標

※（　）内の数値は重要度係数を示す

途絶時
・指定地方行政機関のうち上記以外のもの及びこれに準ずる機能を有する機関が入居する施設
・建築設備：甲類

分類 活動内容 対象施設
耐震安全性の区分

構造体
建築

非構造部材
建築設備

部　　位 分類 耐震安全性の目標

に
必
要
な
施
設

災
害
応
急
対
策
活
動

伝
達
等
の
た
め
の
施
設

災
害
対
策
の
指
揮
、
情
報

災害時の情報収集、指令
二次災害に対する警報の発令
災害復旧対策の立案、実施
防犯等の治安維持活動
被害者への情報伝達
保健衛生及び防疫活動
救護物資等の備蓄、緊急輸送活
動等

指定行政機関が入居する施設
指定地方行政機関のうち地方ブロック機関が入
居する施設
指定地方行政機関のうち東京圏、名古屋圏、大阪圏及び大震災
の強化地域にある機関が入居する施設

Ⅰ類 Ａ類

Ａ類
大地震動後、災害応急対策活動等を円滑に行ううえ、又は危険物の管理のうえで支
障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発生しないことを目標とし、人命の安全
確保に加えて十分な機能確保が図られるものとする。

甲類
大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られているとともに、大きな
補修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続できることを目標とする。

Ⅰ類
（1.5）

大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、人
命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られるものとする。

甲類

指定地方行政機関のうち上記以外のも
の及びこれに準ずる機能を有する機関
が入居する施設

Ⅱ類
↓
Ⅰ類

Ａ類 甲類

構造体

建築
非構造部材

建築設備

N 1

2.7

31.0

20.3

米原市統合庁舎　基本設計

■　BCP計画について 2018.03.23

「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（平成８年版）」による。

①耐震安全性の分類および目標 ②ライフラインの多重化
今回計画物件は、以下の様、分類されています。
（官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説より抜粋）

●耐震安全性の区分

●耐震安全性の目標

※（　）内の数値は重要度係数を示す

途絶時
・指定地方行政機関のうち上記以外のもの及びこれに準ずる機能を有する機関が入居する施設
・建築設備：甲類

分類 活動内容 対象施設
耐震安全性の区分

構造体
建築

非構造部材
建築設備

部　　位 分類 耐震安全性の目標

に
必
要
な
施
設

災
害
応
急
対
策
活
動

伝
達
等
の
た
め
の
施
設

災
害
対
策
の
指
揮
、
情
報

災害時の情報収集、指令
二次災害に対する警報の発令
災害復旧対策の立案、実施
防犯等の治安維持活動
被害者への情報伝達
保健衛生及び防疫活動
救護物資等の備蓄、緊急輸送活
動等

指定行政機関が入居する施設
指定地方行政機関のうち地方ブロック機関が入
居する施設
指定地方行政機関のうち東京圏、名古屋圏、大阪圏及び大震災
の強化地域にある機関が入居する施設

Ⅰ類 Ａ類

Ａ類
大地震動後、災害応急対策活動等を円滑に行ううえ、又は危険物の管理のうえで支
障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発生しないことを目標とし、人命の安全
確保に加えて十分な機能確保が図られるものとする。

甲類
大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られているとともに、大きな
補修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続できることを目標とする。

Ⅰ類
（1.5）

大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、人
命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られるものとする。

甲類

指定地方行政機関のうち上記以外のも
の及びこれに準ずる機能を有する機関
が入居する施設

Ⅱ類
↓
Ⅰ類

Ａ類 甲類

構造体

建築
非構造部材

建築設備

N 1

2.7

31.0

20.3

米原市統合庁舎　基本設計

■　電力・通信の確保について 2018.03.23

１．商用電力の途絶対策及び信頼性の向上対策について ２．発電機から供給する設備

●商用電力の途絶対策

（注）乙類の建築物のうち、地域防災計画において避難所として位置づけられた施設は、採用が望ましい。

●電力供給に関わる設備の信頼性向上対策

（注）複数セットに分割するのに適さない、小容量の場合等は除く。

甲類

乙類

直流電源設備は、非常照明用と受変電設備
制御用をそれぞれ設置する。

◎ △ × 屋内電気室であれば可

直流電源設備は、受変電設備制御用として、
予備機を設置する。

○

自家発電設備を補機類を含めて複数セット
に分割し、単独運転・並列運転を可能にす
る。（注）

○

自家発電設備の冷却方式を空冷式とする。 ◎

各バンクのうち1台～半数

△ × 屋内電気室であれば可

大地振動後において、確保すべき自家発電の全負荷における連続運転可能時間及び燃料備蓄量は、甲類及び乙類の
分類に応じ、原則として、次のとおりとする。

分　　類

非常放送装置 シャッター等防災機器を含む

大地振動後に非難、消火等の人命の安全のための設備機能が確保できるものとする。運転可能時間及び
燃料備蓄量は、原則として、在庁者が非難に要する時間及び残務活動時間に必要な時間とし、その想定
が困難な場合は、１０時間程度とする。

大地振動後に施設の継続的な活動が可能となるものとする。連続運転可能時間は、大地振動後に商用電
源の復旧に要する時間とし、その想定が困難な場合は１週間程度とする。
また、燃料備蓄量は、商用電源の復旧に要する時間又は燃料補給に要する時間のうち、短い方とする。
ただし、その想定が困難な場合は、７２時間程度とする。
（燃料補給も加えて１週間程度の連続運転が可能な自家発電設備とする）

発電機運転に必要
な設備

発電機用補機 全数（燃料移送ポンプを含む）

－ ×

○ ● ラジエーター式

公衆電話用

災害対策室及びその他災害支援室のうち必要なもの
サーバー室用空調機

自動火災報知装置 全数（防排煙連動制御装置）

コンセント 災害時使用設備及び業務の継続に必要なもの

監視制御機器 中央処理装置、伝送端末局等必要なもの
防災用設備 消火ポンプ 全数（火災時のみ運転）

非常用照明、誘導灯 全数（火災時のみ運転）

エレベーター

階段：全灯数
通信、連絡用機器 通信、連絡用機器など活動拠点業務に必要なもの

に必要な設備 一般諸室：全灯数の1/2～1/3
一般廊下：全灯数の1/2～1/3

災害応急対策 活動通路：全灯数の1/2～1/3
活動を行うの 一般事務室：１スパン１灯以上

用途
大地震動後に 照明 災害対策室およびその他災害支援室：全灯数

設備の種類

電力供給設備の監視制御設備は、信号多重
伝送系統に加え、現場からの直送配線系統
を設ける。

○ △ ×

電力供給設備の監視制御設備の全体を二重
化する。

△ － ×

電力供給は別々の変圧器から二系統供給する
など、受変電設備を二重化する

○ △ ▲ 重要機器・重要室

幹線を別々のルートで本線予備線供給するな
ど二重化する。

○ △ ▲ 重要機器

外部電源車からの引き込み及び接続対応（注） ○ △ ● 高圧・低圧で接続

電力供給に関わる設備の信頼性向上対策 甲類 乙類 計画案 備　　　考

商用電力の途絶対策項目 甲類 乙類 計画案 備　　　考

自家発電設備及び直流電源設備の設置 ◎ △ ●

× 本線・予備電源（別変電所）

空調関連機器

上記甲類施設となるため、連続運転可能時間を１週間とし、燃料の備蓄量は、電力の復旧時間及び燃料供給に要す
る時間の想定が困難なため、７２時間の容量の燃料備蓄をする。

テレビ共聴用（受像機用を含む）
情報処理装置 業務の継続に必要なもの

給水・排水ポンプ 全数

切換により1台づつ運転

電話用、拡声、インターホン親機等

本線予備線等の電力の多回線引き込み ○ △ ● 本線・予備線、本線・予備電源（別変電所）

異系統変電所からの電力の２ルート引き込み △ －

米原市統合庁舎　基本設計

株式会社　山下設計米原市統合庁舎整備事業 基本設計書 09ＰＡＧＥ :

（２）ライフラインの多重化

（３）発電機から供給する設備

事業継続（BCP）計画の考え方　
災害対策本部を設ける庁舎として、機能を維持できる庁舎づくりを行う。

（１）耐震安全性の分類および目標
・統合庁舎は、市民の安全、安心を守る重要な拠点であり、災害対策本部等の総合的な防災拠点として十分な機能確保が

求められることから、国土交通省が官庁施設の特性に応じて耐震安全性の目標を定めた「官庁施設の総合耐震・対津波
計画基準」による最高水準の耐震性能（Ⅰ類・Ａ類・甲類）を確保する計画とする。

計画概要

事業継続（BCP）計画

事業継続（BCP）計画
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■ ユニバーサルデザイン項目

■各階のトイレ機能

■エレベーターのUD仕様イメージ
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授乳室 一般トイレ
男性 女性

多機能トイレ

1Ｆ

2Ｆ

3Ｆ

4Ｆ

5Ｆ

階数

オストメイト対応

乳幼児対応トイレ

オストメイト対応

ユニバーサルシート

ユニバーサルシート

：授乳スペース

＜凡例＞

：ベビーシート

：右きき利用（左側が不自由な方用）

：左きき利用（右側が不自由な方用）

：ベビーチェア

かご内鏡
（ステンレス鏡面）

車いす用
かご操作盤 インターホン呼出ボタン応答灯

（聴覚障がい者仕様）

音声合成
オート
アナウンス

点字銘板付
乗場ボタン

車いす用
乗場ボタン

かご操作盤

見やすい大型インジケータ液晶
凹凸文字
ボタン

大型戸開きボタン

かご操作盤

点字銘板付
かごボタン

音声合成
オートアナウンス

かご内手すり

株式会社　山下設計米原市統合庁舎整備事業 基本設計書

N N

N

立駐

10ＰＡＧＥ :

１. ユニバーサルデザイン計画の考え方
わかりやすい空間づくりとユニバーサルデザインを徹底し、誰もが利用し
やすい庁舎を目指す。「新バリアフリー法建築物移動等円滑化誘導基準」と

「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」を満たす計画とする。
・各階はオープンフロアを基本とし、視覚的に見渡せることで初めての方

でも分かりやすい空間づくりを行う。
・メイン出入口から認識しやすい位置に総合案内、階段、エレベーターを

配置し利便性を高める。
・サインはシンプルで分かりやすいものとし、文字だけではなくピクトグ

ラムや番号、色彩、大きさに配慮した計画とする。
２. トイレ計画の基本方針

（１）一般トイレ
・トイレの入口には、点字により目の不自由な方にも分かるトイレ内

配置案内を設ける。
・男女各トイレ内にベビーチェアを設け、子ども連れの方にも利用し

やすい計画とする。
・女性トイレの洗面カウンターは、化粧直しなどに利用できるよう配

慮した計画とする。
・床材は滑りにくく清掃のしやすい素材を選定する。

（２）多機能トイレ
・各階に多機能トイレを設ける。
・１カ所に全ての機能を備えるのではなく、オストメイト対応トイレ、

ユニバーサルシート対応トイレ、乳幼児対応トイレを分散させるこ
とで１点集中を回避し、より多くの人に利用しやすい計画とする。

・トイレ内には非常用呼び出しボタンを設置する。
（３）授乳室

・来庁者の利用頻度の高い１階と２階に、授乳室を設け、乳児を連れ
た方にもやさしい庁舎づくりを行う。

３．エレベーターの UD（ユニバーサルデザイン）仕様
・状況に応じて背景色が変化するなど、液晶ディスプレイで見やすく、使

いやすいインジケータを計画する。
・触ってわかりやすいタクタイルボタンに加え、ボタンを押すと、「ピッ」

という音でお知らせする。行先階や乗場呼びが登録できたことを音で確
認でき、目の不自由な方も安心な計画とする。

・従来の大型戸開きボタンにひらがなで「ひらく」を併記することで誘目
性を向上させ、誤操作を防ぎ安全性を高める。

・目の不自由な方でも、触れることで上下がわかるよう、ボタン形状を計
画する。

４．磁気誘導ループの採用
補聴器を使用されている方にとっては、周囲が騒がしい場所では話声の
聞きとりが難しい場合があるため、磁気誘導ループを用いてはっきりと
した音声が聞こえるように計画する。

（設置場所：コンベンションホール、３階会議室、議場等）

ユニバーサルデザイン計画

計画概要

ユニバーサルデザイン計画

ユニバーサルデザイン計画



南 北

照明センサー
LED照明

自然通風・自然換気

庇を利用した日射遮蔽

Low-e 複層ガラス（西面） 複層ガラス

風の塔

雨水貯留槽

eco と BCPを両立する施設づくり

急速充電器

太陽光パネル

1. 自然採光

1
2

水平庇により直射日光を遮り
ながら安定した採光を確保

2. 自然通風

2 2

階段室を利用した「風の塔」
により自然換気を促進

7. 照明センサー
必要照度を調整する照明
システムにより電力を削減

6.LED照明 
LEDなどの高効率照明の採用
により照明エネルギーを削減

3

7 6

8. BEMS

5

5. 外皮の高断熱化

4

「BEMS」により施設全体
のエネルギー管理

気密サッシ・Low-e複層ガラスを
採用し、外皮の高断熱化を図る

9. 急速充電機

8

9

電気自動車利用を促進

太陽光発電パネル（10kw）を設置し、太陽光発
電の電力は蓄電し災害時の補完電力として活用

3. 太陽光発電システム
建物に降った雨水を雨水貯留槽に
貯め、雑用水や植物への散水に活用

4. 雨水利用

雨水槽雨水槽

雨水雨水砂混じりの
初期降雨の
雨水は排水

切替
バルブ ろ過

緑地緑地
WCWC

雑用水槽雑用水槽

庇により
天候によらず
窓が開けられる

熱だまり空間を確保

執務室執務室執務室執務室

（℃）
21

温度
2322 24

議場

「風の塔」
による自然通風

階
段
室

階
段
室

ライトシェルフのイメージ 自然の「風」を取り入れる 自然環境を活かした平面構成 雨水利用 Low-e 複層ガラスイメージ

執務室執務室

執務室執務室

北側の安定した採光北側の安定した採光

主開口
（南北面）
主開口

（南北面）

コア

南側の良好な採光南側の良好な採光

適正なコア配置
により日射を抑制
適正なコア配置
により日射を抑制

壁面壁面

壁面壁面

壁面壁面

壁面壁面

コ
ア

N夏期直射光
の遮蔽

冬期間接光
の取り入れ

日射を遮る庇

執務室

※1
ガラスに遠赤外
線を反射する特
殊金属膜をコー
ティングし、ガ
ラスを複層とす
ることで遮熱性
能、断熱性能を
高める

株式会社　山下設計米原市統合庁舎整備事業 基本設計書 11ＰＡＧＥ :

省エネ（eco）と業務継続（BCP）を両立する建築・設備計画
様々な省エネ手法を採用し、環境にやさしい庁舎づくりを行うとともに、大
規模災害時の対応にも配慮した設備計画とする。

（１）再生可能エネルギーの有効活用
再生可能エネルギー等を活用することで、平常時の光熱水費を抑制する
設備計画とする。

①自然採光の利用
・庇を設けることで夏は日射を抑制し、冬は採光を取り込む計画とする。
②自然換気
・換気窓の設置による自然換気を計画する。
・階段室を利用した重力換気による自然換気システムを導入する。
③太陽光発電システム
・太陽光発電による電力を蓄電することで、大規模災害時の補完電力とし

ての活用を図る。（約 10KW：約 400㎡程度の照明エネルギーに相当）
④雨水利用
・屋上に降った雨水を集水して雑用水や植栽の散水に利用し、上水使用の

節約を図る。
（２）空調負荷の抑制

外部からの影響による負荷を建物自体で低減することで、空調負荷の抑
制を図る。

①方位に応じた日射負荷の制御
・庁舎は熱負荷が最も少ない東西軸配置とし、方位に応じた執務配置や外

装デザインの他、熱負荷の抑制や外気の有効な取り入れなど、自然を活
かして執務環境の快適性を高める。

②建物の高断熱化
・建物自体を高断熱化することで、空調負荷の抑制を図る。
③複層ガラス（東南北面）・Low-e 複層ガラス※1（西面）の採用
・自然採光を確保しつつ、西日による日射負荷の低減を図る。

（３）エネルギーの高効率利用
エネルギーを無駄なく使用することで、大規模災害時にも最小のエネル
ギーで機能する庁舎を計画する。

①照明計画の合理化
・ＬＥＤ照明器具、各種センサー、反射率の高い内部仕上げ材を採用する

ことで照明負荷の低減を図る。
②無駄をなくす設備方式
・人感センサーによる換気量制御システムを採用し、換気ファンの電気使

用量の削減および空調負荷の抑制を図る。
・BEMS（ビルエネルギー管理システム）の導入により、エネルギー管理・

設備保全管理の一元化、見える化を図り、供用開始後における省エネル
ギーの検討、維持保全業務の簡素化を可能とする。

・照度制御システム（スケジュール制御、調光、各種センサ－（人感、照度）
およびタブレット端末による点滅制御）の導入を検討する。

（４）その他
電気自動車のための急速充電機を設ける。

計画概要
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台数
交流エリア用 100 台

来庁者用 80 台
計 180 台

立体駐車場の仕様
立体駐車場は、下記仕様とする。
・車いす使用者や体の不自由な人が利用しやすい様に、立体駐車場は自走式フ

ラット型とする。
・出入口にはカーゲートを設け、庁舎利用者以外の利用や、時間管理ができる

よう、料金精算機を設ける計画とする。
・24 時間利用できるよう、カードリーダーによるゲート管理ができる計画と

する。
・エレベーターの仕様は、ユニバーサルデザイン仕様とする。

計画概要
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１．基本方針 

（１）災害時の安全・安心の確保 

・災害対策本部を設ける庁舎として、地震、集中豪雨、台風などの災害発生時においても庁舎機能の安

全を保ち、機動的に対応できる機能を維持する。 

（２）フレキシビリティーの確保 

・執務空間は整形とし、将来の執務内容の変化に対応するため、容易に間仕切り改修可能なフレキシビ

リティーの高い計画とする。 

（３）性能確保と経済合理性の両立 

・適切なスパン構成により、安全性やフレキシビリティーに配慮しながらも、経済性の高い構造計画と

する。 

 

 

２．耐震性能目標 

（１）耐震安全性の目標 

・耐震安全性の分類は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」に準拠する。本計画においては耐震安全

性の分類をⅠ類（大地震動後、構造体の補修をすることなく建物を使用できることを目標とし、人命の

安全確保に加えて十分な機能確保が図られるもの）とする。 

・大地震動に対する建物の保有水平耐力（二次設計）は、建築基準法・同施行令に定める耐力に対して重

要度係数 I=1.50相当の余裕を持たせる。 

 

 

３．コンクリート構造の耐久性能の設定 

（１）コンクリートの耐久性の目標 

・構造体コンクリートの耐久性は JASS5（建築工事標準仕様書・鉄筋コンクリート工事（日本建築学会）

2015年版）により計画供用期間の級で定める。一般的な劣化作用に対して、計画供用期間中は構造体

に鉄筋腐食やコンクリートの重大な劣化が生じないものとする。 
（２）構造躯体の計画耐用年数の設定 

・本計画建物では構造の計画耐用年数やコスト面等、総合的に本事業計画に適していると判断し、計画耐

用年数の級を「標準」、計画供用期間を「約65年」、コンクリートの耐久設計基準強度を「24N/mm2」

以上と設定する。また、最終的なコンクリートの強度は、「耐力上必要な強度」と「耐久性上必要な強度」

の大きい方を採用する。 
 
 

４．準拠基準、準拠規準および指針 

本計画建物は、以下の基準、規準および指針に準拠して構造設計を行う。 

・ 建築基準法・同施行令・告示等 

・ 建築物の構造関係技術基準解説書（2015年版）（日本建築センター） 

・ 建築構造設計基準（平成25年版）            （国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課） 

・ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準          （国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課） 

・ 鉄筋コンクリ－ト構造計算規準・同解説 （日本建築学会） 

 

・ 鋼構造設計規準    （日本建築学会） 

・ 建築基礎構造設計指針   （日本建築学会） 

・ 建築物荷重指針・同解説   （日本建築学会） 

※その他、必要に応じて日本建築学会の各設計指針に準拠する。 
 

 

５．設計荷重 

（１）固定荷重 

・固定荷重は、建築基準法施行令第84条の規定によるほか、材料の種別および部材寸法の実況に応じ

て算定する。 

（２）積載荷重 

・積載荷重は、建築基準法施行令第85条の規定によるほか、建築構造設計基準（国土交通省大臣官房

官庁営繕部整備課）に準拠する。なお、倉庫や機械設備荷重については実況に応じて適切に設定する。 

（３）積雪荷重 

・積雪荷重は、建築基準法施行令第86条および滋賀県告示第433号の規定による。 

（統合庁舎建設予定地の垂直積雪量は80ｃｍ） 

（４）風圧力 

・風圧力は、建築基準法施行令第87条および平成12年建設省告示第1454号の規定による。 

・屋根ふき材、帳壁、外装材等の風圧力は、建築基準法施行令第82条の4および平成12年建設省告

示第1458号の規定による。 

（５）地震力 

・地震力は、建築基準法施行令第88条および関連告示の規定による。 

 

 

６．使用材料 

構造躯体に使用する材料としては、広く一般に使用されている、コンクリート、鉄筋、鉄骨を使用す

る。これらの材料は材種を分類するアルファベットと強度を表す数字の組み合わせにより表現される。 

本建物の使用材料は以下のとおりとし、特殊な材料は使用しない。 

・コンクリート ：普通コンクリート Fc=24N/mm2 ～Fc=27N/mm2 

・鉄筋  ：SD295A(D10～D16) SD345(D19～D25) SD390(D29, D32) 

・鉄骨        ：SN400B(大梁、小梁) SN490B(大梁) SS400(間柱、小梁) BCP325（柱） 

BCR295（柱） 

 

７．基礎計画 

本計画敷地は、表層部分において土の硬さや締り具合の低い有機質粘土の多い軟弱な地盤となっている。

中地震程度では液状化の可能性は少ないが、大地震時には上層部砂質土層にて液状化が懸念される。地震

時に液状化した場合、直接基礎は支持力を失い建物を安全に支持できなくなる可能性が高い。したがって、

本計画における基礎形式は、下部洪積層GL-35m～45ｍ程度から存在する強固な風化岩層を支持層とし

た杭基礎とする。また、杭種別については、施工性・経済性に配慮した適切な杭を選定する。 
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